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最
近
の
中
印
関
係
と
中
印
国
境
問
題

　
近
年
、
中
国
─
イ
ン
ド
関
係
の
緊
密
化
が
顕
著
で
あ

る
。
中
国
側
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
両
国
間
の
貿
易
総
額

は
、
２
０
０
７
年
１
月-

11
月
で
、
前
年
比
54
％
増
の
３

４
２
億
ド
ル
に
達
し
、
２
０
１
０
年
ま
で
に
４
０
０
億

ド
ル
に
達
す
る
見
込
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
イ
ン

ド
の
マ
ン
モ
ー
ハ
ン
・
シ
ン
首
相
が
２
０
０
８
年
１
月

13
日
か
ら
15
日
に
か
け
て
中
国
を
公
式
訪
問
し
、
胡
錦

濤
国
家
主
席
や
温
家
宝
首
相
ら
と
会
談
し
た
。
会
談
で

は
、
両
国
間
の
政
治
的
信
頼
関
係
を
確
認
し
た
他
、
経

済
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
協
力
の
強
化
、
国
境
画
定
問
題
、

ベ
ー
ナ
ズ
ィ
ー
ル
・
ブ
ッ
ト
ー
パ
キ
ス
タ
ン
元
首
相
暗

殺
（
２
０
０
７
年
12
月
）
で
政
治
的
混
乱
が
続
く
パ
キ

ス
タ
ン
情
勢
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
い
が
持
た
れ
た
。

　
さ
ら
に
、
高
い
経
済
成
長
に
よ
り
中
国
は
温
室
効
果

ガ
ス
の
排
出
量
で
世
界
第
二
位
、
イ
ン
ド
は
世
界
第
五

位
と
な
っ
て
お
り
、
先
進
国
か
ら
対
策
が
求
め
ら
れ
て

い
る(

註
１)

。

　
安
全
保
障
・
軍
事
面
で
は
、
２
０
０
７
年
12
月
25
日

か
ら
５
日
間
の
日
程
で
、『Hand-in Hand

』
と
称
す

る
中
印
陸
軍
合
同
軍
事
演
習
が
、
雲
南
省
で
実
施
さ
れ

た
。
こ
の
合
同
軍
事
演
習
は
、
２
０
０
６
年
に
両
国
間

で
調
印
さ
れ
た
防
衛
分
野
に
お
け
る
相
互
協
力
協
定
に

基
づ
く
も
の
で
、
テ
ロ
対
策
を
そ
の
目
的
と
し
て
い

　
１
、
中
印
関
係
の
現
状
と
国
境
問
題

た
。
イ
ン
ド
は
、
ナ
ガ
ラ
ン
ド
や
ア
ッ
サ
ム
と
い
っ
た

北
東
部
で
の
テ
ロ
に
対
処
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
お

り
、
他
方
、
中
国
は
、
中
国
か
ら
の
暴
力
的
な
分
離
独

立
運
動
（a violent separatist movement

）
が

展
開
さ
れ
て
い
る
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に
お
い
て
テ

ロ
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
た(

註
２)

。

　
こ
の
よ
う
に
、
中
印
両
国
は
、
政
治
、
経
済
、
環

境
、
そ
し
て
軍
事
を
中
心
と
し
て
関
係
強
化
を
図
っ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
国
間
に
は
国
境
問
題
が
存

在
し
て
お
り
、
１
９
６
２
年
に
は
武
力
衝
突
も
発
生
し

て
い
る
。
２
０
０
７
年
１
年
間
だ
け
で
、
両
国
政
府
代

表
に
よ
る
国
境
画
定
交
渉
は
、
合
計
３
度
に
お
よ
ん
で

い
る
が
、
依
然
と
し
て
問
題
解
決
の
糸
口
さ
え
見
出
し

え
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
、
以
下
、
現
在
の
中
印
関
係
に
お
い
て
最
大

の
懸
案
事
項
と
な
っ
て
い
る
国
境
問
題
に
つ
い
て
検
討

し
、
今
後
を
展
望
し
た
い
。

　
２
、
国
境
問
題
の
三
区
分

　
中
印
国
境
問
題
と
い
っ
て
も
、
国
境
全
線
に
わ
た
っ

て
紛
争
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
係
争
地
を
大

別
す
る
と
、
イ
ン
ド
の
ジ
ャ
ン
ム
・
カ
シ
ミ
ー
ル
州
北

部
の
ラ
ダ
ク
地
方
の
ア
ク
サ
イ
・
チ
ン
が
新
疆
ウ
イ
グ

ル
自
治
区
と
接
す
る
区
間
（
西
部
区
間
）、
ウ
ッ
タ
ル
・

プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
か
ら
ネ
パ
ー
ル
を
経
て
ブ
ー
タ
ン
に

い
た
る
区
間
（
中
部
区
間)

、
そ
し
て
ア
ル
ナ
ー
チ
ャ

ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
と
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
が
接
す
る

区
間
（
東
部
区
間
）
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
１

９
５
０
年
代
後
半
に
国
境
問
題
が
顕
在
化
し
て
以
来
、

両
国
は
こ
の
三
区
分
に
分
け
て
国
境
問
題
を
議
論
し
て

お
り
、
本
稿
で
も
こ
の
三
区
間
ご
と
に
検
討
を
行
う
。

た
だ
し
、
中
部
区
間
に
つ
い
て
は
、
係
争
地
域
が
飛
び

地
と
な
っ
て
お
り
、
１
９
６
２
年
の
武
力
衝
突
に
お
い

て
も
武
力
衝
突
は
起
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本

稿
で
は
、
中
部
区
間
に
つ
い
て
の
考
察
は
行
わ
な
い
。

　
西
部
区
間
の
国
境
問
題
と
は
、
ジ
ャ
ン
ム
・
カ
シ

ミ
ー
ル
州
北
西
部
の
ア
ク
サ
イ
・
チ
ン
の
帰
属
問
題
で

あ
る
。
イ
ン
ド
は
、
ア
ク
サ
イ
・
チ
ン
は
自
国
の
領
土

で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
北
方
と
中
国
が
接
す
る
線
が
中

印
国
境
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
他
方
中
国
は
、
ア
ク
サ

イ
・
チ
ン
が
自
国
の
領
土
を
構
成
す
る
と
主
張
し
、
ア

ク
サ
イ
・
チ
ン
の
南
方
と
イ
ン
ド
が
接
す
る
線
が
中
印

国
境
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
区
間
の
国
境
問
題
は
、
ア
ク
サ

イ
・
チ
ン
が
イ
ン
ド
に
帰
属
す
る
か
、
そ
れ
と
も
中
国

に
帰
属
す
る
か
と
い
う
領
土
帰
属
の
問
題
で
あ
る
。
そ

し
て
、
18
世
紀
か
ら
19
世
紀
に
か
け
て
中
央
ア
ジ
ア
を

舞
台
と
し
て
展
開
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
と
ロ
シ
ア
（
帝
政

ロ
シ
ア
）
と
の
勢
力
拡
張
・
相
互
角
逐
競
争
に
お
い

て
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
ア
ク
サ
イ
・
チ
ン
を
含
む
中
央
ア

ジ
ア
で
科
学
的
調
査
（
主
と
し
て
地
理
学
的
調
査
）
を

実
施
し
た
。
国
際
法
上
、
イ
ギ
リ
ス
の
承
継
国
で
あ
る

イ
ン
ド
は
、
こ
の
科
学
的
調
査
の
実
施
を
権
原
と
し

て
、
同
地
域
は
イ
ン
ド
の
領
土
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　
他
方
、
中
国
は
、
同
地
域
に
人
は
定
住
し
て
い
な
い

か
ら
、
無
主
地
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、「
伝
統
的
に

　
３
、
西
部
区
間
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東
部
区
間
の
国
境
問
題
と
は
、
シ
ム
ラ
条
約
（
１
９

１
４
年
）
附
属
地
図
で
示
さ
れ
た
マ
ク
マ
ホ
ン
・
ラ
イ

ン
は
正
当
な
中
印
国
境
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問

題
、
換
言
す
れ
ば
、
条
約
の
正
当
性
を
め
ぐ
る
問
題
で

あ
る
。
同
条
約
に
正
式
署
名
（signature

）
し
た
の

は
、
イ
ギ
リ
ス
と
チ
ベ
ッ
ト
の
み
で
あ
っ
た
。
中
国
は

略
式
署
名
（initial

）
す
る
に
と
ど
ま
り
、
正
式
署
名

を
し
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
は
、
同
条
約
に
基
づ
く
マ
ク

マ
ホ
ン
・
ラ
イ
ン
を
正
当
な
中
印
国
境
で
あ
る
と
主
張

し
た
。
他
方
、
中
国
は
、
同
ラ
イ
ン
は
不
法
な
も
の
で

あ
っ
て
、
正
当
な
国
境
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
イ
ン

ド
の
主
張
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
条
約
当
事
国
で
あ
る
こ
と

を
権
原
と
し
て
い
た
。
他
方
中
国
の
主
張
は
、
チ
ベ
ッ

ト
は
歴
史
的
に
常
に
中
国
の
一
部
を
構
成
し
て
お
り
、

対
外
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
同
条

約
を
正
当
な
も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
論
理
に
立
脚
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
１
９
５
１
年

に
チ
ベ
ッ
ト
に
人
民
解
放
軍
を
進
駐
さ
せ
て
チ
ベ
ッ
ト

を
「
平
和
的
に
解
放
」
し
た
中
国
に
と
っ
て
、
チ
ベ
ッ

ト
に
対
外
条
約
締
結
件
を
付
与
す
る
こ
と
を
前
提
と
す

る
シ
ム
ラ
条
約
を
、
合
法
的
な
も
の
と
し
て
受
容
す
る

こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
っ
た
。
他
方
、
イ
ン
ド
は
イ
ギ

リ
ス
の
承
継
国
で
あ
る
以
上
、
同
条
約
の
合
法
性
を
否

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
４
、
東
部
区
間

　
上
述
し
た
背
景
の
も
と
で
、
１
９
５
９
年
３
月
に
チ

中
国
の
一
部
を
構
成
し
て
き
た
」
と
主
張
し
た
。

　
ま
ず
、
イ
ン
ド
の
主
張
を
検
討
す
る
と
、
科
学
的
調

査
隊
の
派
遣
そ
れ
の
み
を
も
っ
て
領
土
主
権
の
権
原
た

り
得
な
い
こ
と
は
、
パ
ル
マ
ス
島
事
件
判
決
（
１
９
２

８
年
）
の
判
示
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
政
府
に
よ
る
継

続
的
な
実
効
的
支
配
の
現
実
の
行
使
が
な
け
れ
ば
、
領

土
主
権
の
権
原
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン

ド
の
主
張
は
、
国
際
法
上
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
は
い

え
な
い
。

　
次
に
中
国
の
主
張
で
あ
る
が
、
確
か
に
同
地
域
は
荒

地
で
あ
っ
て
人
の
居
住
に
適
し
て
お
ら
ず
、
無
人
地
帯

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
伝
統
的
に
中
国
の
一
部

を
構
成
す
る
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る

「
伝
統
」
で
あ
る
の
か
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
中
国
は
一
貫
し
て
「
伝
統
」
の
具
体
的
内
容
を
明

示
し
て
お
ら
ず
、
中
国
の
主
張
も
根
拠
に
乏
し
い
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
１
９
５
５
年
、
中
国
は
新
疆
と
チ
ベ
ッ
ト
と
を
結
ぶ

道
路
（
ア
ク
サ
イ
・
チ
ン
公
路
）
を
建
設
し
た
。
こ
の

道
路
が
ア
ク
サ
イ
・
チ
ン
を
通
過
し
た
こ
と
か
ら
、
イ

ン
ド
が
中
国
の
こ
の
行
為
を
国
際
違
法
行
為
で
あ
る
と

非
難
し
た
。
こ
れ
が
西
部
区
間
に
お
け
る
国
境
問
題
の

発
端
と
な
っ
た
。
イ
ン
ド
の
抗
議
は
、
道
路
が
開
通
し

た
後
に
な
さ
れ
て
お
り
、
中
国
は
イ
ン
ド
の
抗
議
を
受

け
る
こ
と
な
く
道
路
を
建
設
し
て
い
る
。
政
府
に
よ
る

道
路
建
設
は
、
継
続
的
な
実
効
的
支
配
の
行
使
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ク
サ
イ
・
チ
ン
公
路
が
通
過
し
て

い
る
領
域
は
、
中
国
の
領
土
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
の
主
張
す
る
国
境

は
、
同
公
路
よ
り
も
南
に
位
置
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

中
国
の
主
張
は
、
自
国
領
土
を
過
大
に
拡
大
し
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
は
い
え
、
イ
ン
ド
の

主
張
も
、
外
交
文
書
に
よ
る
非
難
に
と
ど
ま
り
、
た
と

え
ば
行
政
官
を
駐
在
さ
せ
る
と
か
、
軍
を
自
国
が
主
張

す
る
領
域
に
展
開
さ
せ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ベ
ッ
ト
で
反
乱
が
発
生
し
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
14
世
が
イ

ン
ド
に
亡
命
す
る
と
、
シ
ム
ラ
条
約
の
合
法
性
を
め

ぐ
っ
て
中
印
間
で
対
立
が
生
じ
た
。
当
時
、
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
は
、
同
条
約
に
中
国
と
は
別
に
チ
ベ
ッ
ト
政
府
全

権
が
正
式
署
名
し
た
こ
と
を
権
原
と
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト

は
中
国
と
は
別
の
国
際
法
主
体
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ

と
も
、
こ
の
対
立
に
拍
車
を
か
け
た
。
西
部
区
間
で
両

国
は
、
ア
ク
サ
イ
・
チ
ン
の
無
主
地
領
域
に
軍
を
派
遣

し
た(

前
進
政
策)

。
そ
し
て
、
１
９
６
２
年
10
月
に
武

力
衝
突
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
武
力
衝
突
そ
れ
自
体

は
、
一
ヶ
月
で
終
結
し
た
も
の
の
、
国
境
問
題
は
解
決

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　
１
９
８
８
年
12
月
に
イ
ン
ド
の
ラ
ー
ジ
ー
ブ
・
ガ
ー

ン
デ
ィ
ー
首
相
が
中
国
を
訪
問
し
て
以
来
、
国
境
画
定

交
渉
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ン
ド

は
イ
ギ
リ
ス
の
承
継
国
で
あ
る
こ
と
を
権
原
と
し
て
マ

ク
マ
ホ
ン
・
ラ
イ
ン
有
効
論
を
唱
え
、
中
国
は
、
チ

ベ
ッ
ト
に
対
外
条
約
締
結
権
が
な
い
こ
と
を
権
原
と
し

て
同
条
約
の
合
法
性
を
否
定
し
続
け
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
両
国
の
主
張
に
は
両
国
な

り
の
根
拠
が
あ
り
、
国
境
問
題
、
と
り
わ
け
マ
ク
マ
ホ

ン
・
ラ
イ
ン
の
問
題
で
の
主
張
の
隔
た
り
を
う
め
る
こ

と
は
き
わ
め
て
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
両
国
は
今
後

も
国
境
問
題
を
棚
上
げ
に
し
つ
つ
、
関
係
強
化
を
図
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

註
１)

『
中
日
新
聞
　
名
古
屋
本
社
版
　
朝
刊
』、２
０
０
８
年
１
月
14
日
。

(

註
２)`Sino-Indian Military Exercise Focuses on Terror

Threat', in The Statesman, December 26, 2007. 

新
疆
ウ

イ
グ
ル
自
治
区
に
お
け
る
分
離
主
義
運
動
に
つ
い
て
は
、
ウ
イ
グ
ル
族
に

よ
る
民
族
自
決
権
の
行
使
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
、
一
概
に
「
テ
ロ
リ
ズ

ム
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
に
は
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
　
（
み
ず
の
み
つ
あ
き
・
名
城
大
学
非
常
勤
講
師
）

　
５
、
小
括
　
国
境
問
題
の
ゆ
く
え

：
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